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定
款
の
歴
史
と
京
都
鴨
沂
会

伊
達　

恭
子

　

明
治
五
年
四
月
十
四
日
、
新
英
学
校
及
び
女
紅
場
と
し
て
開
校
し

た
京
都
府
高
等
女
学
校
の
卒
業
生
は
、
明
治
二
十
年
八
月
二
十
八

日
、
同
窓
会
を
組
織
し
て
「
鴨
沂
会
」
を
設
立
し
、
鴨
沂
会
規
約

（
１
）
を
基
に
会
の
運
営
を
行
っ
た
。
以
後
、
会
費
の
値
上
げ
（
明

治
三
十
三
年
、
三
十
八
年
、
三
十
九
年
）
、
委
員
の
数
の
変
更
（
明

治
二
十
一
年
、
三
十
五
年
）
に
つ
い
て
規
約
が
改
定
さ
れ
て
い
る
。…

明
治
三
十
九
年
に
は
会
の
名
称
を
「
京
都
鴨
沂
会
」
と
改
め
、
第
一

條
に
「
本
會
は
會
員
相
互
ノ
親
睦
ヲ
圖
リ
知
徳
ヲ
涵
養
ス
ル
ヲ
以
テ

目
的
ト
シ
兼
子
テ
慈
善
教
化
等
ノ
公
共
事
業
ニ
尽
力
セ
ン
コ
ト
ヲ
期

ス
」
と
す
る
三
十
五
條
の
規
約
を
設
定
し
て
い
る
。

　

明
治
四
十
二
年
八
月
三
日
、
民
法
の
規
定
に
よ
り
「
社
團
法
人
京

都
鴨
沂
会
」
が
設
立
さ
れ
、
文
部
省
の
認
可
を
う
け
た
「
社
團
法
人

京
都
鴨
沂
会
定
款
」（
２
）
に
基
づ
き
運
営
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
時
、
「
社
團
法
人
京
都
鴨
沂
会
」
の
誕
生
を
喜
び
祝
っ
て
、
客
員

の
新
町
總
兵
衛
氏
が
「
法
人
と
は
ど
ん
な
も
の
か
」
と
い
う
一
文
を

鴨
沂
会
誌
二
十
四
号
（
明
治
四
十
二
年
）
に
寄
せ
ら
れ
た
。

　

昭
和
十
六
年
に
は
時
勢
に
順
応
し
、
婦
人
と
し
て
適
切
で
あ
る
臣

道
実
践
に
努
め
、
国
家
社
会
に
奉
仕
貢
献
す
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
、

五
月
十
九
日
に
戦
時
色
の
濃
い
体
制
に
協
力
す
る
定
款
に
改
定
さ
れ

て
い
る
。

第
一
條　

…

本
會
ハ
會
員
相
互
ノ
親
睦
ヲ
圖
リ
知
徳
ヲ
涵
養
シ
、
併
セ

テ
時
勢
ニ
順
応
シ
婦
人
ト
シ
テ
適
切
ナ
ル
臣
道
実
践
ニ
努

メ
、
国
家
社
会
に
奉
仕
貢
献
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
條　

…

本
會
ハ
前
條
ノ
目
的
ヲ
達
セ
ン
ガ
為
左
ノ
事
業
ヲ
行
フ

　

一
．…

母
校
タ
ル
京
都
府
立
京
都
第
一
高
等
女
学
校
ノ
教
育
施
設
ニ

対
ス
ル
援
助

　

一
．…

講
演
會
講
習
會
其
ノ
他
修
養
及
ビ
慈
善
ニ
關
ス
ル
會
合
並
ニ

展
覧
會
ノ
開
催

　

一
．
會
誌
其
ノ
他
女
子
教
育
上
有
益
ナ
ル
書
籍
ノ
刊
行

　

一
．
学
校
經
営
其
ノ
他
女
子
教
育
振
興
ニ
寄
与
ス
ベ
キ
事
業

　

一
．
国
防
ノ
充
実
国
策
ノ
遂
行
ニ
協
力
セ
ン
ト
ス
ル
事
業

　

一
．
其
ノ
他
本
會
ノ
目
的
を
遂
行
ス
ル
ニ
適
當
ト
認
ム
ル
事
業

戦
後
、
昭
和
二
十
八
年
の
定
款
か
ら
に
は
こ
れ
ら
の
文
言
（
傍
線
部

分
）
は
削
除
さ
れ
た
。
第
二
條
の
母
校
の
援
助
事
業
も
除
か
れ
て
い

る
。

　

昭
和
二
十
三
年
の
学
制
改
革
に
よ
り
、
新
制
高
等
学
校
が
発
足
し
、

京
都
府
立
京
都
第
一
高
等
女
学
校
（
以
下
府
一
と
い
う
）
は
廃
止
、

京
都
府
立
鴨
沂
高
等
学
校
（
以
下
鴨
沂
高
校
と
い
う
）
に
な
り
、
府

一
の
卒
業
生
は
昭
和
二
十
四
年
三
月
末
で
姿
を
消
し
た
。

　

昭
和
二
十
四
年
三
月
、
第
一
期
鴨
沂
高
校
卒
業
生
が
誕
生
し
た
と

き
、
鴨
沂
高
校
が
府
一
の
継
承
校
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
欠
除
に
よ

り
、
定
款
を
改
正
し
て
鴨
沂
高
校
卒
業
生
を
会
員
に
加
え
る
こ
と
を

怠
っ
た
。
そ
の
間
に
、
鴨
沂
高
校
卒
業
生
は
独
自
の
「
京
都
府
立
鴨

沂
高
等
学
校
同
窓
会
」
を
設
立
し
た
。
法
人
格
を
も
つ
社
団
法
人
京
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都
鴨
沂
会
と
持
た
な
い
鴨
沂
高
校
同
窓
会
は
法
的
に
合
併
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
時
は
流
れ
た
。

　

昭
和
二
十
八
年
に
会
員
と
し
て
加
え
ら
れ
た
学
校
法
人
鴨
沂
学
園

の
卒
業
生
は
、
京
都
鴨
沂
会
の
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
た
が
、
昭

和
四
十
九
年
の
廃
園
に
よ
り
、
以
後
、
新
会
員
が
誕
生
す
る
こ
と
は

な
く
な
っ
た
。
危
機
感
を
も
っ
た
京
都
鴨
沂
会
は
、
よ
う
や
く
、
鴨

沂
高
校
卒
業
生
と
話
し
合
い
の
結
果
、
社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
の
趣

旨
に
賛
同
す
る
鴨
沂
高
校
卒
業
生
が
会
員
に
な
る
こ
と
で
合
意
し
、

昭
和
六
十
一
年
八
月
一
日
、
定
款
が
改
定
さ
れ
た
（
３
）。

　

大
半
の
会
員
に
は
、
京
都
鴨
沂
会
が
教
育
振
興
を
主
た
る
目
的
と

す
る
公
益
法
人
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
な
く
、
同
窓
会
的
意
味
合
い

の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
に
よ
る
公
益
法
人
の
見
直
し

が
検
討
さ
れ
、
平
成
十
五
年
十
一
月
十
五
日
、
文
部
科
学
省
の
実
地

検
査
の
結
果
、
公
益
法
人
と
し
て
「
早
急
に
改
善
す
べ
き
四
事
項
」

及
び
「
改
善
し
た
ほ
う
が
よ
い
二
十
三
事
項
」
が
指
摘
さ
れ
た
が
、

勧
告
さ
れ
た
事
業
内
容
と
そ
の
実
施
状
況
の
改
善
に
は
至
ら
ず
、
文

部
科
学
省
へ
の
文
書
で
の
回
答
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
平
成
十
七
年

八
月
六
日
に
開
催
さ
れ
た
臨
時
総
会
で
承
認
さ
れ
た
新
理
事
会
は
、

事
業
内
容
の
見
直
し
を
行
い
、
実
施
状
況
を
文
書
で
文
部
科
学
省
へ

報
告
し
て
改
革
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
平
成
十
八
・
十
九
年
度

理
事
会
は
、
さ
ら
に
公
益
事
業
を
拡
大
し
て
公
益
目
的
事
業
費
を
総

支
出
の
五
〇
％
以
上
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

平
成
二
十
年
十
二
月
、
公
益
法
人
制
度
改
革
関
連
法
案
が
施
行
さ

れ
、
公
益
法
人
は
す
べ
て
特
例
民
法
法
人
と
な
り
、
五
年
以
内
に
移

行
申
請
を
し
な
け
れ
ば
解
散
と
み
な
さ
れ
こ
と
に
な
っ
た
。
一
般
法

人
に
移
行
し
て
も
、
京
都
鴨
沂
会
の
資
産
は
、
自
ら
定
め
た
公
益
目

的
支
出
計
画
に
基
づ
き
、
公
益
事
業
に
支
出
べ
き
額
が
零
に
な
る
ま

で
支
出
す
る
か
、
又
は
、
公
益
的
団
体
へ
寄
附
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
京
都
鴨
沂
会
は
活
動
拠
点
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
京
都
鴨

沂
会
の
存
続
の
た
め
に
は
公
益
法
人
へ
の
移
行
し
か
道
は
な
い
。

　

平
成
十
九
年
末
法
人
改
革
委
員
会
お
よ
び
定
款
改
定
委
員
会
が
公

益
目
的
事
業
及
び
定
款
の
改
定
を
検
討
し
、
平
成
二
十
三
年
五
月

二
十
八
日
の
第
百
二
十
一
回
通
常
総
会
で
「
公
益
法
人
京
都
鴨
沂
会

へ
の
移
行
」
と
そ
れ
に
伴
う
「
定
款
の
改
定
」
を
決
議
し
た
。

　

平
成
二
十
三
年
八
月
、
京
都
府
に
公
益
社
団
法
人
の
認
定
を
申
請

し
、
十
三
回
に
及
ぶ
申
請
書
の
補
正
の
結
果
、
平
成
二
十
五
年
三
月

十
八
日
付
で
、
京
都
府
知
事
よ
り
「
公
益
社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
の

認
定
」
を
受
け
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
付
で
法
人
登
記
を
完
了

し
、
特
例
民
法
法
人
か
ら
公
益
社
団
法
人
へ
移
行
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
以
後
、
公
益
社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
は
新
定
款
（
４
）
に
よ
っ

て
運
営
さ
れ
る
が
、
よ
り
多
い
公
益
目
的
事
業
と
実
施
、
財
政
の
健

全
化
な
ど
課
題
は
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
が
新
生
京
都
鴨
沂
会

の
正
念
場
で
あ
ろ
う
。
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資
　
料

第
一
條　

本
會
ハ
京
都
府
高
等
女
學
校
卒
業
生
相
集
リ
舊
好
ヲ
尋
子

互
ニ
智
識
ヲ
交
換
シ
休
戚
相
助
ク
ル
ヲ
以
ヲ
目
的
ト
ス

第
二
條　

本
會
ヲ
名
ケ
テ
鴨
沂
會
ト
稱
ス

第
三
條　

會
塲
ハ
京
都
府
高
等
女
學
校
ト
ス

第
四
條　

會
員
ハ
同
校
卒
業
生
ニ
限
ル

但
從
前
及
現
在
ノ
同
校
生
徒
ニ
シ
テ
有
志
ノ
者
ハ
會
員
ト
ナ
ル

コ
ト
ヲ
得

第
五
條　

本
會
ハ
前
任
現
任
ヲ
論
ゼ
ス
都
テ
本
校
ニ
關
係
ア
ル
職
員

ヲ
聘
シ
テ
客
員
ト
ス

第
六
條　

會
員
ハ
本
會
ノ
規
約
ヲ
恪
守
ス
ベ
シ

第
七
條　

會
員
ハ
各
自
ノ
職
務
及
風
俗
ニ
關
ス
ル
事
件
ハ
細
大
ヲ
問

ハ
ズ
意
見
ヲ
提
出
シ
又
ハ
諮
詢
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
條　

集
會
ヲ
分
チ
大
會
及
臨
時
會
ト
ス

第
九
條　

大
會
ニ
ハ
必
ス
親
睦
會
ヲ
設
ケ
會
員
互
ニ
胸
襟
ヲ
開
キ
一

年
ノ
歡
樂
ヲ
尽
ス
ヲ
目
的
ト
シ
併
セ
テ
規
約
ノ
修
正
及
大
体
ニ

關
ス
ル
事
項
ヲ
議
ス
通
常
會
ハ
討
論
諮
詢
演
説
ト
シ
臨
時
會
ハ

臨
時
發
起
シ
タ
ル
ヿ
ヲ
議
ス

第
十
條　

會
期
ヲ
一
年
一
度
ト
シ
四
月
ヲ
以
テ
定
期
ト
ス

第
十
一
條　

毎
會
雑
誌
ヲ
發
刊
シ
本
會
ノ
狀
况
及
會
員
ニ
關
ス
ル
事

件
ヲ
報
告
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
條　

會
費
ハ
一
ヶ
年
分
金
三
拾
錢
ト
ス

但
開
會
日
持
參
ノ
コ
ト

第
十
三
條　

本
會
ニ
於
テ
ハ
四
月
ノ
會
期
ニ
於
テ
前
年
度
中
ノ
會
計

ヲ
報
告
ス
ベ
シ

第
十
四
條　

本
會
ハ
委
員
五
名
ヲ
撰
ビ
一
年
ヲ
似
テ
滿
期
ト
ス
但
前

任
ノ
者
ヲ
再
撰
ス
ル
ヲ
得

第
十
五
條　

委
員
ハ
本
會
一
切
ノ
事
務
ヲ
擔
任
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

コ
ノ
規
約
ハ
明
治
二
十
年
八
月
二
十
八
日
総
會
で
議
決
ス

⑴
鴨
沂
會
規
約



鴨沂会誌　150号別冊　2013　6

第
一
條　

本
會
ハ
會
員
相
互
ノ
親
睦
ヲ
圖
リ
智
德
ヲ
涵
養
ス
ル
ヲ
以

テ
目
的
ト
シ
兼
子
テ
慈
善
敎
化
等
ノ
公
共
事
業
ニ
盡
力
セ
ン
コ

ト
ヲ
期
ス

第
二
條　

本
會
ハ
ソ
ノ
目
的
ヲ

行
セ
ン
ガ
爲
メ
ニ
左
ノ
事
業
ヲ
行

フ

　

編
輯
、
購
買
、
敎
育
其
他
目
的
ヲ

行
ス
ル
ニ
适
當
ト
認
ム
ル
事

業
第
三
條　

本
會
ヲ
社
團
法
人
京
都
鴨
沂
會
ト
稱
ス

　

本
會
々
計
年
度
ハ
四
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
ニ
至
ル
モ

ノ
ト
ス

　

本
會
ハ
事
務
所
ヲ
京
都
市
上
京
區
寺
町
通
荒
神
口
南
入
松
陰
町
第

百
三
十
一
、
百
三
十
二
、
百
三
十
三
番
地
京
都
府
立
第
一
高
等
女

學
校
内
ニ
置
ク

第
四
條　

本
會
ハ
京
都
府
立
第
一
高
等
女
學
校
卒
業
生
（
改
稱
前
ノ

各
種
卒
業
生
ヲ
モ
含
ム
）
ヲ
以
テ
組
織
ス

　

既
往
現
在
ノ
同
校
生
徒
ニ
シ
テ
本
科
五
年
級
裁
縫
科
三
年
級
以
上

ノ
者
ハ
會
員
タ
ル
コ
ト
ヲ
得

　

中
途
退
學
者
ト
雖
モ
評
議
員
會
ノ
决
議
ヲ
經
タ
ル
モ
ノ
ハ
會
員
タ

ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
條　

會
員
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
本
籍
現
住
所
氏
名
卒
業
年
月

及
其
學
科
ヲ
記
シ
タ
ル
入
會
申
込
書
ヲ
本
會
ニ
提
出
シ
之
レ
ガ

承
認
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
條　

入
會
ノ
承
認
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
入
會
金
壹
圓
ヲ
直
ニ
本
會
ニ

納
付
ス
ベ
シ

第
七
條　

會
員
ハ
本
會
ノ
目
的
ニ
裨
益
ア
リ
ト
思
惟
ス
ル
事
項
其
他

本
會
ノ
事
務
ニ
關
シ
意
見
ヲ
有
ス
ル
ト
キ
ハ
之
レ
ヲ
理
事
ニ
提

出
ス
ベ
シ

第
八
條　

會
員
ハ
會
費
ト
シ
テ
一
ヶ
月
金
拾
錢
ヲ
醵
出
ス
ベ
キ
モ
ノ

ト
ス但

シ
數
月
分
一
時
ニ
前
納
ス
ル
モ
妨
ゲ
ナ
シ

第
九
條　

京
都
府
立
第
一
高
等
女
學
校
ニ
於
テ
既
往
又
ハ
現
在
ニ
奉

職
ス
ル
者
ハ
之
レ
ヲ
本
會
ノ
客
員
ニ
推
薦
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　

京
都
府
立
第
一
高
等
女
學
校
ノ
職
員
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
特
ニ
本
會
々

務
ヲ
協
賛
援
助
セ
ラ
ル
、
紳
士
淑
女
ハ
之
レ
ヲ
本
會
ノ
名
譽
客
員

ニ
推
薦
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
十
條　

會
員
ニ
シ
テ
退
會
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其
旨
ヲ
本
會
ニ
届

出
ツ
ベ
シ

第
十
一
條　

會
員
タ
ル
ニ
不
相
當
ノ
所
爲
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ハ
入
會

ノ
申
込
ヲ
拒
絕
シ
既
ニ
會
員
ト
爲
リ
シ
者
ハ
之
レ
ヲ
除
名
ス

　

會
費
ヲ
怠
納
シ
數
回
ノ
督
促
ヲ
受
ケ
テ
尚
ホ
納
付
セ
ザ
ル
者
モ
亦

除
名
ス

　

入
會
拒
絕
及
除
名
處
分
ハ
評
議
員
會
ノ
决
議
ヲ
要
シ
本
人
ニ
其
通

知
ヲ
爲
ス
ベ
シ

第
十
二
條　

任
意
退
會
者
及
被
除
名
者
ハ
以
後
本
會
ト
一
切
ノ
關
係

ヲ
離
脱
ス
ル
ヲ
以
テ
本
會
ノ
資
產
ニ
關
シ
テ
モ
亦
權
利
ヲ
有
セ

⑵
社
團
法
人
京
都
鴨
沂
會
定
款
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ズ

　

退
會
者
被
除
名
者
ノ
入
會
金
及
前
納
ノ
會
費
ハ
返
戾
セ
ザ
ル
モ
ノ

ト
ス

第
十
三
條　

本
會
ノ
事
務
ヲ
左
ノ
四
部
ニ
分
ツ

庶　

務　

部

會　

計　

部

編　

輯　

部

購　

買　

部

第
十
四
條　

庶
務
部
ハ
庶
務
一
切
ヲ
處
理
ス

第
十
五
條　

會
計
部
ハ
會
計
一
切
ヲ
處
理
ス

第
十
六
條　

編
輯
部
ハ
會
報
其
他
文
書
ノ
編
輯
事
務
ヲ
處
理
ス

第
十
七
條　

購
買
部
ハ
第
一
高
等
女
學
校
生
徒
ノ
需
用
品
購
買
事
務

ヲ
處
理
ス

第
十
八
條　

本
會
ノ
事
務
ヲ
處
理
ス
ル
爲
メ
理
事
五
名
委
員
二
十
名

以
下
評
議
員
五
十
名
以
下
ヲ
置
キ
其
任
期
ヲ
各
滿
二
ヶ
年
ト
シ

滿
期
再
選
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
十
九
條　

理
事
ハ
民
法
ノ
規
定
ニ
由
リ
本
會
ヲ
代
表
シ
本
會
一
切

ノ
事
務
ヲ
總
理
ス

　

理
事
ハ
委
員
評
議
員
ノ
互
選
ヲ
以
テ
之
レ
ニ
任
ズ

第
二
十
條　

委
員
ハ
總
會
ニ
於
テ
之
ヲ
選
擧
シ
第
十
三
條
ニ
掲
グ
ル

各
部
ノ
事
務
ヲ
分
擔
ス

　

事
務
分
擔
ハ
理
事
之
レ
ヲ
定
ム

第
二
十
一
條　

各
部
委
員
中
互
選
ヲ
以
テ
主
務
委
員
一
名
ヲ
選
擧
シ

部
務
ヲ
主
理
セ
シ
ム

第
二
十
二
條　

評
議
員
ハ
總
會
ニ
於
テ
在
京
都
市
會
員
中
ヨ
リ
五
十

名
以
下
ヲ
選
擧
ス

第
二
十
三
條　

理
事
ニ
欠
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
委
員
評
議
員
ノ
互

選
ヲ
以
テ
補
欠
シ
委
員
評
議
員
ニ
欠
員
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
理

事
ニ
於
テ
會
員
中
ヨ
リ
指
名
囑
託
ス

　

補
欠
理
事
委
員
評
議
員
ノ
任
期
ハ
前
任
者
ノ
殘
期
間
ト
ス

第
二
十
四
條　

總
會
ハ
毎
年
春
期
之
レ
ヲ
開
キ
前
年
度
ノ
事
務
及
會

計
ヲ
報
告
シ
客
員
又
ハ
知
名
大
家
ノ
講
演
ヲ
乞
フ
モ
ノ
ト
ス

　

必
要
ノ
塲
合
ニ
ハ
委
員
評
議
員
ノ
選
擧
又
ハ
客
員
ノ
推
薦
其
他
重

要
ナ
ル
事
項
ニ
付
决
議
ヲ
爲
ス

第
二
十
五
條　

總
會
ハ
要
急
事
項
ノ
發
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
臨
時
開
會

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
十
六
條　

評
議
員
會
ハ
隨
時
豫
算
其
他
理
事
ヨ
リ
諮
問
ノ
事
項

ヲ
決
議
ス

　

又
時
宜
ニ
由
リ
本
會
ノ
資
產
及
出
納
ノ
檢
査
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

　

評
議
員
五
名
以
上
ヨ
リ
臨
時
評
議
員
會
ノ
開
會
ヲ
理
事
ニ
請
求
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
レ
ヲ
開
ク

第
二
十
七
條　

委
員
會
ハ
事
務
ノ
執
行
ニ
關
シ
隨
時
一
部
若
ク
ハ
各

部
聯
合
ノ
决
議
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
八
條　

凡
テ
會
議
ハ
理
事
之
レ
ヲ
招
集
シ
其
議
長
ト
ナ
ル

　

議
長
差
支
ア
ル
ト
キ
ハ
出
席
議
員
中
ノ
最
年
長
者
ヲ
以
テ
之
レ
ニ

充
ツ

第
二
十
九
條　

會
議
招
集
ノ
方
法
ハ
郵
便
又
ハ
使
丁
ニ
依
リ
議
案
ヲ

記
載
セ
ル
文
書
ヲ
以
テ
開
會
ノ
五
日
以
前
ニ
各
會
員
ニ
通
知
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　

事
緊
急
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
開
會
前
二
日
ニ
通
知
ス
ル
ヲ
妨
ゲ
ズ
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時
宜
ニ
依
リ
會
報
又
ハ
其
ノ
他
ノ
方
法
ニ
依
リ
テ
前
二
項
ノ
招
集

狀
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
十
條　

議
事
ハ
可
否
ノ
多
數
ニ
由
リ
之
レ
ヲ
决
シ
可
否
同
數
ナ

ル
ト
キ
ハ
議
長
ノ
决
ス
ル
所
ニ
據
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
一
條　

總
會
ハ
會
員
二
十
分
ノ
二
以
上
評
議
員
會
委
員
會
ハ

評
議
員
若
ク
ハ
委
員
ノ
各
三
分
一
以
上
出
席
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ

バ
决
議
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

　

但
定
款
ノ
增
減
變
更
ヲ
决
議
ス
ル
塲
合
ニ
ハ
必
ズ
會
員
二
十
分
ノ

三
ノ
出
席
ト
出
席
會
員
四
分
ノ
三
以
上
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
第
三
十
二
條　

本
會
ノ
資
產
ヲ
分
チ
テ
基
本
金
及
維
持
金
ト
ス

第
三
十
三
條　

基
本
金
ハ
左
ノ
金
額
ト
將
來
ニ
於
テ
基
本
金
ト
シ
テ

收
入
ス
ル
金
額
ト
シ
之
レ
ヲ
確
實
ナ
ル
銀
行
ニ
預
入
ス

　

一
金
壹
千
壹
百
圓
也

但
評
議
員
會
ノ
議
决
ニ
ヨ
リ
公
債
證
書
又
ハ
國
庫
債
券
ヲ
購
入

シ
テ
銀
行
ノ
保
管
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
十
四
條　

維
持
金
ハ
會
員
ノ
醵
出
會
費
及
基
本
金
ノ
利
子
雜
收

入
ト
シ
確
實
ナ
ル
銀
行
ニ
預
入
シ
テ
經
常
及
臨
時
費
ニ
充
ツ

第
三
十
五
條　

年
度
末
ニ
於
テ
參
百
圓
以
上
ノ
剩
餘
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト

キ
ハ
之
レ
ヲ
基
本
金
ニ
繰
入
レ
若
シ
豫
算
ニ
不
足
ヲ
生
ズ
ル
ト

キ
ハ
維
持
金
ヨ
リ
支
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　

本
條
ノ
塲
合
ハ
何
レ
モ
評
議
員
會
ノ
决
議
ヲ
經
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
三
十
六
條　

毎
年
二
回
會
報
ヲ
發
刋
シ
會
員
及
客
員
ニ
頒
ツ

第
三
十
七
條　

會
員
二
十
名
以
上
居
住
ス
ル
土
地
ニ
在
テ
ハ
本
會
ノ

目
的
ニ
遵
由
シ
支
部
會
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
八
條　

支
部
會
ハ
本
會
ト
ノ
連
絡
ヲ
保
ツ
爲
メ
其
會
况
ヲ

時
々
本
會
ニ
通
告
シ
本
會
ノ
定
期
總
會
ニ
ハ
可
成
代
表
者
ヲ
出

席
セ
シ
ム
ベ
シ

第
三
十
九
條　

支
部
會
員
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
先
ヅ
本
會
ノ
會
員

ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
四
十
條　

支
部
會
ノ
經
費
ハ
該
會
ノ
負
擔
ニ
屬
ス
ル
ヲ
以
テ
本
會

ト
支
部
會
ト
ハ
金
錢
上
毫
モ
關
係
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
一
條　

本
會
ノ
理
事
委
員
評
議
員
ハ
總
テ
無
給
ト
シ
理
事
委

員
ハ
會
費
ヲ
免
除
シ
旅
費
其
他
實
費
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

但
時
宜
ニ
依
リ
理
事
委
員
ニ
若
干
ノ
手
當
ヲ
支
出
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
第
四
十
二
條　

理
事
ハ
委
員
會
ノ
决
議
ヲ
得
テ
有
給
者
ヲ
使
用
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

附

則

第
四
十
三
條　

本
會
創
立
者
ハ
本
會
成
立
ニ
關
ス
ル
會
議
ノ
招
集
及

諸
般
ノ
事
務
ヲ
執
行
シ
成
立
ノ
上
理
事
ニ
一
切
ノ
事
務
ヲ
引
繼

グ
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
四
條　

本
定
款
ニ
附
屬
ス
ル
諸
細
則
ハ
理
事
別
ニ
之
ヲ
規
定

ス
第
四
十
五
條　

本
會
設
立
當
時
ニ
於
ケ
ル
理
事
ハ
左
ノ
五
名
ヲ
以
テ

之
ニ
充
ツ

　

渡　

邊　

す　

み

菅　

原　

三　

枝

大　

塚　

美　

禾

　

柏　

村　

端　

子

半　

井　

君　

子

　

（
明
治
四
十
二
年
八
月
三
日　

文
部
大
臣
認
可
）
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第
一
章　

総
則

第
一
条　

こ
の
法
人
は
、
社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
と
い
う
。

第
二
条　

こ
の
法
人
は
、
事
務
所
を
京
都
市
上
京
区
荒
神
口
通
寺
町

東
入
荒
神
町
一
〇
五
番
地
に
置
く
。

第
三
条　

こ
の
法
人
は
、
理
事
会
の
議
決
を
経
て
必
要
の
地
に
支
部

を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

目
的
及
び
事
業

第
四
条　

こ
の
法
人
は
、
教
育
そ
の
他
公
益
事
業
に
寄
与
し
、
か
つ

会
員
の
親
睦
を
図
り
、
知
徳
を
み
が
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
五
条　

こ
の
法
人
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事

業
を
行
う
。

　

一…

、…

講
演
会
、
講
習
会
そ
の
他
第
四
条
に
規
定
す
る
目
的
に
添
う

会
合
な
ら
び
に
展
覧
会
等
の
開
催
。

　

二
、…

会
誌
そ
の
他
教
育
上
有
益
な
書
籍
の
刊
行
。

　

三
、
広
く
教
育
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
。

　

四
、
そ
の
他
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
。

第
三
章　

会
員
お
よ
び
客
員

第
六
条

こ
の
法
人
の
会
員
は
、
京
都
府
立
京
都
第
一
高
等
女
学

校
卒
業
生
（
改
称
前
の
各
種
卒
業
生
を
含
む
）、
転
退
学
者
、
鴨

沂
学
園
終
了
生
・
卒
業
生
及
び
京
都
府
立
鴨
沂
高
等
学
校
卒
業
生

（
定
時
制
を
含
む
）
で
当
会
に
入
会
を
希
望
す
る
者
で
会
費
年
額

一
、
〇
〇
〇
円
を
納
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
会
員
の
う
ち
一

時
金
一
〇
、
〇
〇
〇
円
以
上
を
納
付
し
た
も
の
は
終
身
会
員
と
し

そ
の
後
徴
収
し
な
い
。

第
七
条　

会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
入
会
金
二
〇
〇
円
と
会

費
を
添
え
て
、
住
所
、
氏
名
、
卒
業
年
月
日
を
記
入
し
た
入
会
申

込
書
を
提
出
し
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条　

会
員
は
、
こ
の
法
人
が
刊
行
す
る
会
誌
お
よ
び
随
時
発
行

す
る
会
報
の
配
布
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条　

会
員
は
、
次
の
事
由
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

　

一
、
退
会

　

二
、
禁
治
産
お
よ
び
準
禁
治
産
の
宣
告

　

三
、
死
亡
、
失
踪
宣
告

　

四
、
除
名

第
十
条　

会
員
で
退
会
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
理
由
を
附
し
て
退

会
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条　

会
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
総
会
の

議
決
を
経
て
、
会
長
が
こ
れ
を
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶
社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
定
款
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一
、
会
費
を
滞
納
し
た
と
き
。

　

二
、
こ
の
法
人
の
会
員
と
し
て
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
と
き
。

　

三
、
こ
の
法
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
、
ま
た
は
こ
の
法
人
の
目
的
に

反
す
る
行
為
の
あ
っ
た
と
き
。

第
十
二
条　

既
納
の
会
費
は
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を

返
還
し
な
い
。

第
十
三
条　

こ
の
法
人
は
、
次
の
と
お
り
客
員
を
お
く
。

　

一
、
客
員　

京
都
府
立
京
都
第
一
高
等
女
学
校
の
既
往
の
職
員
お

よ
び
鴨
沂
学
園
・
鴨
沂
幼
稚
園
お
よ
び
京
都
府
立
鴨
沂
高

等
学
校
（
定
時
制
を
含
む
）
の
現
旧
職
員
で
、
理
事
会
で

推
薦
さ
れ
た
も
の
。

　

二
、
名
誉
客
員　

こ
の
法
人
に
対
し
、
と
く
に
功
労
の
あ
っ
た
も

の
の
う
ち
か
ら
総
会
の
議
決
を
も
っ
て
推
薦
さ
れ
た
も
の
。

　

三
、
顧
問　

こ
の
法
人
の
重
要
な
会
務
を
諮
問
す
る
た
め
に
名
誉

客
員
よ
り
推
薦
さ
れ
た
も
の
。
た
だ
し
顧
問
は
五
名
以
内

と
す
る
。

第
四
章　

役
員
・
評
議
員
お
よ
び
職
員

第
十
四
条　

こ
の
法
人
に
は
、
次
の
役
員
を
お
く
。

　

一
、
理
事　

八
名
以
上
、
十
名
以
内
（
う
ち
会
長
一
名
、
副
会
長

二
名
お
よ
び
常
務
理
事
三
名
）

　

二
、
監
事

一
名
以
上
、
三
名
以
内

第
十
五
条　

理
事
お
よ
び
監
事
は
評
議
員
会
で
½
任
し
、
総
会
の
承

認
を
受
け
る
。
理
事
は
互
½
で
会
長
一
名
、
副
会
長
二
名
お
よ
び

常
務
理
事
三
名
を
定
め
る
。

　

二　

理
事
改
½
の
場
合
に
は
、
半
数
改
½
の
方
法
に
よ
る
。

第
十
六
条　

会
長
は
、
こ
の
法
人
の
業
務
を
総
理
し
、
こ
の
法
人
を

代
表
す
る
。

　

二　

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、

ま
た
は
欠
け
た
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た

順
序
に
よ
っ
て
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

　

三　

常
務
理
事
は
、
会
長
お
よ
び
副
会
長
を
補
佐
し
、
総
会
の
決

議
し
た
事
項
を
処
理
す
る
。

第
十
七
条　

理
事
は
、
理
事
会
を
組
織
し
て
、
こ
の
定
款
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
人
の
総
会
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事

項
以
外
の
事
項
を
決
議
し
、
執
行
す
る
。

第
十
八
条　

監
事
は
、
民
法
第
五
十
九
条
の
職
務
を
行
う
。

　

二　

監
事
は
、
理
事
お
よ
び
評
議
員
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
九
条　

こ
の
法
人
の
役
員
の
任
期
は
、
満
二
年
と
し
、
再
任
を

防
げ
な
い
。

　

二　

補
欠
ま
た
は
増
員
に
よ
る
役
員
の
任
期
は
前
任
者
ま
た
は
現

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

　

三　

役
員
は
、
そ
の
任
期
満
了
後
で
も
後
任
者
が
就
任
す
る
ま
で

は
、
な
お
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

　

四　

役
員
は
、
こ
の
法
人
の
役
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為

の
あ
っ
た
場
合
、
ま
た
は
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
任
期
中
で
あ
っ
て
も
、
総
会
・
評
議
員
会
お
よ
び
理
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事
会
の
議
決
に
よ
り
、
会
長
が
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
二
十
条　

役
員
は
無
給
と
す
る
。
た
だ
し
、
時
宜
に
よ
り
、
相
当

の
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条　

こ
の
法
人
に
は
、
次
の
と
お
り
、
評
議
員
を
お
く
。

　

二　

評
議
員
は
、
総
会
に
お
い
て
会
員
中
よ
り
卒
業
各
年
度
二
名

以
内
を
½
出
す
る
。

　

三　

評
議
員
は
、
評
議
員
会
を
組
織
し
、
こ
の
定
款
に
定
め
る
事

項
を
行
う
。

第
二
十
二
条　

評
議
員
に
は
第
十
九
条
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

は
同
条
中
〝
役
員
〟
と
あ
る
の
は
〝
評
議
員
〟
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
二
十
三
条　

こ
の
法
人
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
書
記
等
の
職

員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

二　

職
員
は
会
長
は
任
免
す
る
。

職
員
は
有
給
と
す
る
。

第
五
章
　
会
議

第
二
十
四
条　

理
事
会
は
毎
年
二
回
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、

会
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
ま
た
は
、
理
事
現
在
数
の
三
分
の
一

以
上
か
ら
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
示
し
て
請
求
の
あ
っ
た
と

き
は
、
会
長
は
臨
時
理
事
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

二　

す
べ
て
の
会
議
の
議
長
は
会
長
と
す
る
。

第
二
十
五
条　

理
事
会
は
、
理
事
現
在
数
の
三
分
の
二
以
上
出
席
し

な
け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
議
事
に
つ
き
書
面
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
意
思
を
表
示

し
た
も
の
は
、
出
席
者
と
み
な
す
。

　

二　

理
事
会
の
議
事
は
、
出
席
理
事
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、

可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
十
六
条　

評
議
員
会
は
、
総
会
に
付
議
す
べ
き
事
項
そ
の
他
定

款
に
定
め
る
事
項
を
審
議
し
、
か
つ
理
事
会
の
諮
問
に
応
ず
る
。

　

二　

評
議
員
会
は
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
人
の

資
産
お
よ
び
出
納
を
検
査
し
、
会
務
に
関
す
る
報
告
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

三　

評
議
員
会
は
、
毎
年
三
月
、
会
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。
た

だ
し
、
理
事
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
、
ま
た
は

評
議
員
五
名
以
上
よ
り
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し

て
請
求
し
た
と
き
は
、
会
長
は
評
議
員
会
を
招
集
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

四　

評
議
員
会
は
、
評
議
員
現
在
数
の
二
分
の
一
以
上
出
席
し
な

け
れ
ば
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
議
事
に
つ
き
、
書
面
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
意

思
を
表
示
し
た
も
の
は
出
席
者
と
み
な
す
。

　

五　

評
議
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、

可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
十
七
条　

通
常
総
会
は
、
毎
年
一
回
会
計
年
度
終
了
後
二
カ
月
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以
内
に
会
長
が
招
集
す
る
。

　

二　

臨
時
総
会
は
、
会
長
ま
た
は
監
事
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、

い
つ
で
も
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
八
条　

会
長
は
、
会
員
現
在
数
の
五
十
分
の
一
以
上
か
ら
会

議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を
示
し
て
総
会
の
招
集
を
請
求
さ
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
臨
時
総

会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条　

臨
時
総
会
の
議
長
は
会
議
の
つ
ど
会
員
の
互
½
で
き

め
る
。

第
三
十
条　

総
会
お
よ
び
評
議
員
会
の
招
集
は
、
少
な
く
と
も
十
日

以
前
に
そ
の
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
、
日
時
お
よ
び
場
所
を
記

載
し
た
会
報
ま
た
は
会
誌
そ
の
他
適
当
に
認
め
る
方
法
で
こ
れ

を
通
知
す
る
。

第
三
十
一
条　

次
の
事
項
は
、
評
議
員
会
の
議
決
を
経
、
通
常
総
会

に
提
出
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一
、
事
業
計
画
お
よ
び
収
支
予
算
に
つ
い
て
の
事
項

　

二
、
事
業
報
告
お
よ
び
収
支
決
算
に
つ
い
て
の
事
項

三
、
財
産
目
録

　

四
、
そ
の
他
理
事
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
事
項

第
三
十
二
条　

総
会
は
、
会
員
現
在
数
の
二
十
分
の
一
以
上
出
席
し

な
け
れ
ば
、
そ
の
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
議
事
に
つ
き
書
面
を
も
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
意
思
を

表
示
し
た
も
の
は
出
席
者
と
み
な
す
。

第
三
十
三
条　

総
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、

可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
四
条　

総
会
の
議
事
の
要
項
お
よ
び
議
決
し
た
事
項
は
、
会

員
に
通
知
す
る
。

第
三
十
五
条　

総
会
、
評
議
員
会
お
よ
び
理
事
会
の
議
事
録
は
、
議

長
が
作
成
し
、
議
長
お
よ
び
出
席
者
代
表
二
名
以
上
が
署
名
押
印

の
上
、
こ
れ
を
保
存
す
る
。

第
六
章
　
資
産
お
よ
び
会
計

第
三
十
六
条　

こ
の
法
人
の
資
産
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一
、
恩
賜
金

　

二
、
河
原
記
念
基
金

　

三
、
基
本
金
そ
の
他
こ
の
法
人
に
所
属
の
動
産

　

四
、
有
志
者
の
寄
付
金
お
よ
び
物
品

　

五
、
入
会
金
お
よ
び
会
費

　

六
、
事
業
に
伴
う
収
入

　

七
、
資
産
か
ら
生
ず
る
果
実

　

八
、
そ
の
他
の
収
入

第
三
十
七
条　

恩
賜
金
お
よ
び
河
原
記
念
基
金
は
こ
れ
を
永
久
に
保

存
し
、
そ
の
利
子
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
八
条　

こ
の
法
人
の
資
産
を
分
け
て
、
基
本
財
産
お
よ
び
運

用
財
産
の
二
種
と
す
る
。

　

二　

基
本
財
産
は
、
別
紙
財
産
目
録
の
う
ち
基
本
財
産
の
部
に
記
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載
す
る
資
産
お
よ
び
将
来
基
本
財
産
に
編
入
さ
れ
る
資
産

で
構
成
す
る
。

　

三　

運
用
財
産
は
、
基
本
財
産
以
外
の
資
産
と
す
る
。

　

四　

寄
付
金
で
あ
っ
て
、
寄
付
者
の
指
定
の
あ
る
も
の
は
、
そ
の

指
定
に
従
う
。

第
三
十
九
条　

こ
の
法
人
の
資
産
は
、
会
長
が
管
理
し
、
基
本
財
産

の
う
ち
、
現
金
は
理
事
会
の
議
決
に
よ
っ
て
、
確
実
な
有
価
証
券

を
購
入
す
る
か
、
ま
た
は
定
額
郵
便
貯
金
と
す
る
か
、
も
し
く
は

確
実
な
信
託
銀
行
に
信
託
す
る
か
、
あ
る
い
は
定
期
預
金
と
し
て

会
長
が
保
管
す
る
。

第
四
十
条　

基
本
財
産
は
、
処
分
し
、
ま
た
は
担
保
に
供
し
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
法
人
の
事
業
遂
行
上
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
会
・
評
議
員
会
お
よ
び
総
会
の
議
決
を

経
、
か
つ
文
部
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
一
部
に
限
り
処
分

し
、
ま
た
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条　

こ
の
法
人
の
事
業
遂
行
に
要
す
る
費
用
は
、
入
会
金
・

会
費
・
事
業
に
伴
う
収
入
お
よ
び
資
産
か
ら
生
ず
る
果
実
等
の
運

用
財
産
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。

第
四
十
二
条　

こ
の
法
人
の
事
業
計
画
お
よ
び
こ
れ
に
伴
う
収
支
予

算
は
、
毎
会
計
年
度
開
始
前
に
会
長
が
編
成
し
、
理
事
会
お
よ
び

評
議
員
会
の
議
決
を
経
て
、
文
部
大
臣
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
事
業
計
画
お
よ
び
収
支
予
算
を
変
更
し
た
場
合
も
同
様
と
す

る
。

第
四
十
三
条　

こ
の
法
人
の
収
支
決
算
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
二

カ
月
以
内
に
会
長
が
作
成
し
、
財
産
目
録
、
事
業
報
告
お
よ
び
会

員
の
移
動
状
況
書
と
と
も
に
、
監
事
の
意
見
を
つ
け
、
理
事
会
、

評
議
員
会
お
よ
び
総
会
の
承
認
を
受
け
て
文
部
大
臣
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

二　

こ
の
法
人
の
収
支
決
算
に
剰
余
金
が
あ
る
と
き
は
、
理
事
会
、

評
議
員
会
の
議
決
お
よ
び
総
会
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の

一
部
も
し
く
は
全
部
を
基
本
財
産
に
編
入
し
、
ま
た
は
翌

年
度
に
繰
越
す
も
の
と
す
る
。

第
四
十
四
条　

収
支
予
算
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
新
た
に
義

務
の
負
担
を
し
、
ま
た
は
権
利
の
放
棄
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
理
事
会
、
評
議
員
会
お
よ
び
総
会
の
議
決
を
経
、
か
つ
文
部

大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
借
入
金
（
そ
の
会
計

年
度
内
の
収
入
を
も
っ
て
償
還
す
る
一
時
借
入
金
を
除
く
）
に
つ

い
て
も
同
様
と
す
る
。

第
四
十
五
条　

こ
の
法
人
の
会
計
年
度
は
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌

年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

第
七
章
　
定
款
の
変
更
な
ら
び
に
解
散

第
四
十
六
条　

こ
の
定
款
は
、
理
事
会
お
よ
び
評
議
員
会
に
お
い
て

は
お
の
お
の
の
四
分
の
三
以
上
の
議
決
を
経
、
な
ら
び
に
総
会
に

お
い
て
は
会
員
の
二
十
分
の
三
以
上
出
席
し
、
出
席
者
の
四
分
の

三
以
上
の
議
決
を
経
、
か
つ
文
部
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
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変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
七
条　

こ
の
法
人
の
解
散
は
、
理
事
会
お
よ
び
評
議
員
会
に

お
い
て
は
、
お
の
お
の
の
四
分
の
三
以
上
の
議
決
を
経
、
な
ら
び

に
総
会
に
お
い
て
は
会
員
の
二
十
分
の
三
以
上
出
席
し
、
出
席
者

の
四
分
の
三
以
上
の
議
決
を
経
、
か
つ
文
部
大
臣
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条　

こ
の
法
人
の
解
散
に
伴
う
残
余
財
産
は
、
理
事
会
お

よ
び
評
議
員
会
に
お
い
て
は
お
の
お
の
の
四
分
の
三
以
上
の
議

決
を
経
、
並
び
に
総
会
に
お
い
て
は
会
員
の
二
十
分
の
三
以
上
出

席
し
、
出
席
者
の
四
分
の
三
以
上
の
議
決
を
経
、
か
つ
、
文
部
大

臣
の
許
可
を
受
け
て
こ
の
法
人
の
目
的
に
類
似
の
目
的
を
有
す

る
公
益
事
業
に
寄
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
九
条　

こ
の
定
款
施
行
に
つ
い
て
の
細
則
は
、
理
事
会
、
評

議
員
会
の
議
決
を
経
て
別
に
定
め
る
。

付

則

　

一
、
こ
の
定
款
は
、
文
部
大
臣
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す

る
。

　

（
昭
和
六
十
一
年
八
月
一
日

文
部
大
臣
認
可
）

第
１
章

総　

則

（
名
称
）

第
1
条　

こ
の
法
人
は
、
公
益
社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
と
称
す
る
。

（
事
務
所
）

第
2
条　

こ
の
法
人
は
主
た
る
事
務
所
を
京
都
市
に
置
く
。

第
２
章

目
的
及
び
事
業

（
目
的
）

第
3
条　

こ
の
法
人
は
、
教
育
・
文
化
・
芸
術
の
振
興
、
社
会
福
祉

の
向
上
に
資
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
を
図

り
、
も
っ
て
公
共
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

第
4
条　

こ
の
法
人
は
、
前
条
の
公
益
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次

の
事
業
を
行
う
。

　

⑴
高
等
学
校
教
育
支
援
お
よ
び
奨
学
金

　

⑵…
地
域
福
祉
の
推
進
と
人
材
育
成
の
た
め
の
講
習
会

　

⑶…

生
涯
学
習
と
福
祉
教
育
に
寄
与
す
る
講
演
会
、
演
奏
会
、
展
覧

会
等

　

⑷…

公
益
事
業
の
情
報
提
供
の
た
め
の
刊
行

⑷
公
益
社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
定
款
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⑸…

文
化
・
芸
術
活
動
支
援
の
た
め
の
施
設
利
用

　

⑹…
そ
の
他
、
こ
の
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

2　

前
項
の
事
業
は
、
京
都
市
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。

第
３
章

会
員
及
び
社
員　

（
法
人
の
構
成
員
）

第
5
条　

こ
の
法
人
に
つ
ぎ
の
会
員
を
置
く
。

　

⑴
正
会
員　

こ
の
法
人
の
事
業
に
賛
同
し
て
入
会
し
た
個
人
と
す
る
。

ア…　

京
都
府
立
京
都
第
一
高
等
女
学
校
卒
業
生
改
称
前
の
卒
業

生
お
よ
び
転
（
退
学
者
を
含
む
）、
鴨
沂
学
園
修
了
生
及
び

卒
業
生
、
京
都
府
立
鴨
沂
高
等
学
校
卒
業
生
お
よ
び
転
退
学

者
（
定
時
制
を
含
む
）
お
よ
び
京
都
鴨
沂
会
奨
学
生
の
う
ち
、

こ
の
法
人
の
事
業
に
賛
同
し
て
入
会
し
た
個
人

イ…　

上
に
掲
げ
た
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
人
の
事
業
に

賛
同
し
て
入
会
し
た
個
人

　

⑵…

賛
助
会
員　

こ
の
法
人
の
事
業
に
賛
同
し
て
入
会
し
た
団
体
と
す
る
。

（
社
員
）

第
6
条　

こ
の
法
人
は
、
会
員
の
中
か
ら
½
出
さ
れ
る
代
議
員
31
名

を
も
っ
て
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法

律
」（
以
下
「
法
人
法
」
と
い
う
）
に
定
め
る
社
員
と
す
る
。

2　

社
員
で
あ
る
代
議
員
31
名
を
½
出
す
る
た
め
、
理
事
会
が
定
め

た
細
則
に
づ
い
て
、
正
会
員
に
よ
る
代
議
員
½
挙
を
行
う
。

3　

正
会
員
は
、
他
の
正
会
員
と
等
し
く
代
議
員
を
½
挙
す
る
権
利

を
有
す
る
。

理
事
及
び
理
事
会
は
、
代
議
員
を
½
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

4　

代
議
員
は
正
会
員
の
中
か
ら
½
ば
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
正
会

員
は
、
第
2
項
の
代
議
員
½
挙
に
立
候
補
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5　

第
2
項
の
代
議
員
½
挙
は
、
2
年
に
1
度
、
4
月
に
実
施
す
る

こ
と
と
し
、
代
議
員
の
任
期
は
½
任
の
2
年
後
に
実
施
さ
れ
る
代

議
員
½
挙
終
了
の
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
代
議
員
が
、
社
員

総
会
決
議
取
消
し
の
訴
え
、
解
散
の
訴
え
、
責
任
追
及
の
訴
え
及

び
役
員
の
解
任
の
訴
え
（
法
人
法
第
2��
条
第
1
項
、
第
2�8
条
、
第

278
条
、
第
28!
条
）
を
提
起
し
て
い
る
場
合
（
法
人
法
第
278
条
第
1

項
に
規
定
す
る
訴
え
の
提
起
の
請
求
を
し
て
い
る
場
合
を
含

む
。
）
に
は
、
当
該
訴
訟
が
終
結
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
代
議
員

は
社
員
た
る
地
位
を
失
わ
な
い
（
当
該
代
議
員
は
、
役
員
の
½
任

及
び
解
任
（
法
人
法
第
63
条
及
び
第
$0
条
）
並
び
に
定
款
変
更
（
法

人
法
第
1!�
条
）
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
す
る
）
。

6　

辞
任
等
に
よ
り
代
議
員
が
欠
け
た
場
合
又
は
代
議
員
の
員
数
を

欠
く
こ
と
と
な
る
と
き
に
備
え
て
、
補
欠
の
代
議
員
を
½
挙
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
補
欠
の
代
議
員
の
任
期
は
、
任
期
の
満
了
前
に

退
任
し
た
代
議
員
の
任
期
が
満
了
す
る
時
ま
で
と
す
る
。

$　

補
欠
の
代
議
員
を
½
挙
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
も

併
せ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑴…

当
該
候
補
者
が
補
欠
の
代
議
員
で
あ
る
旨

　

⑵…
当
該
候
補
者
を
1
人
又
は
2
人
以
上
の
特
定
の
代
議
員
の
補
欠

の
代
議
員
と
し
て
½
任
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
特
定

の
代
議
員
の
氏
名

　

⑶…

同
一
の
代
議
員
（
2
以
上
の
代
議
員
の
補
欠
と
し
て
½
任
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
2
以
上
の
代
議
員
）
に
つ
き
2
人
以

上
の
補
欠
の
代
議
員
を
½
任
す
る
と
き
は
、
当
該
補
欠
の
代
議

員
相
互
間
の
優
先
順
位

*　

第
6
項
の
補
欠
代
議
員
の
½
任
に
係
る
決
議
が
効
力
を
有
す
る

期
間
は
、
当
該
決
議
後
2
年
以
内
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち

最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
社
員
総
会
の
終
結
の
と
き
ま
で
と

す
る
。

9　

会
員
は
、
法
人
法
に
規
定
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
社
員
の
権
利
を
、

社
員
と
同
様
に
当
法
人
に
対
し
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑴…

法
人
法
第
14
条
第
2
項
の
権
利
（
定
款
の
閲
覧
等
）

　

⑵…

法
人
法
第
32
条
第
2
項
の
権
利
（
社
員
名
簿
の
閲
覧
等
）

　

⑶…

法
人
法
第
5$
条
第
4
項
の
権
利
（
社
員
総
会
の
議
事
録
の
閲
覧

等
）

　

⑷…

法
人
法
第
50
条
第
6
項
の
権
利
（
社
員
の
代
理
権
証
明
書
面
等

の
権
利
）

　

⑸…

法
人
法
第
52
条
第
5
項
の
権
利
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権

行
使
記
録
の
閲
覧
等
）

　

⑹…

法
人
法
第
121
条
第
3
項
の
権
利
（
計
算
書
類
等
の
閲
覧
等
）

　

⑺…

法
人
法
第
221
条
第
2
項
の
権
利
（
清
算
法
人
の
貸
借
対
照
表
等

の
閲
覧
等
）

　

⑻…

法
人
法
第
2!�
条
第
3
項
、
第
278
条
第
3
項
及
び
第
27�
条
第
3
項

の
権
利
（
合
併
契
約
等
の
閲
覧
等
）

（
入
会
）

第
$
条　

こ
の
法
人
の
正
会
員
ま
た
は
賛
助
会
員
と
し
て
入
会
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
理
事
会
が
別
に
定
め
る
入
会
申
込
書
に
よ
り
申

し
込
み
、
理
事
会
は
、
社
員
総
会
に
お
い
て
定
め
る
基
準
に
よ
り
、

そ
の
可
否
を
決
す
る
も
の
と
す
る
。

（
会
員
の
経
費
負
担
）

第
*
条　

こ
の
法
人
の
事
業
活
動
に
経
常
的
に
生
じ
る
費
用
に
充
て

る
た
め
、
こ
の
法
人
の
正
会
員
及
び
賛
助
会
員
は
、
社
員
総
会
に

お
い
て
別
に
定
め
る
入
会
金
、
年
会
費
、
賛
助
会
費
等
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
員
の
任
意
退
会
）

第
9
条　

会
員
は
、
理
事
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
退
会
届
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
任
意
に
退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
員
の
除
名
）

第
10
条　

会
員
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
当
該
会
員
を
除
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

⑴…
こ
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

　

⑵…

こ
の
法
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
、
又
は
目
的
に
反
す
る
行
為
を
し

た
と
き
。

　

⑶…

そ
の
他
除
名
す
べ
き
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
。
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（
会
員
資
格
の
喪
失
）

第
11
条　

前
2
条
の
場
合
の
ほ
か
、
会
員
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

　

⑴…

第
*
条
に
定
め
る
支
払
義
務
を
3
年
以
上
履
行
し
な
か
っ
た
と

き
。

　

⑵…

総
会
員
が
同
意
し
た
と
き
。

　

⑶…

当
該
会
員
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
。

第
４
章

社
員
総
会

（
構
成
）

第
12
条　

社
員
総
会
は
、
す
べ
て
の
社
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
権
限
）

第
13
条　

社
員
総
会
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る
。

　

⑴…

社
員
の
除
名

　

⑵…

理
事
及
び
監
事
の
½
任
又
は
解
任

　

⑶…

理
事
及
び
監
事
の
報
酬
等
の
額

　

⑷…

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
）
の

承
認

　

⑸…

定
款
の
変
更

　

⑹
解
散
及
び
残
余
財
産
の
処
分

　

⑺…

そ
の
他
社
員
総
会
で
決
議
す
る
も
の
と
し
て
法
令
又
は
こ
の
定

款
で
定
め
ら
れ
た
事
項

（
社
員
総
会
の
開
催
）

第
14
条　

定
時
社
員
総
会
は
、
毎
年
1
回
毎
事
業
年
度
終
了
後
3
箇

月
以
内
に
開
催
し
、
臨
時
社
員
総
会
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
開

催
す
る
。

（
招
集
）

第
15
条　

社
員
総
会
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

理
事
会
の
決
議
に
基
づ
き
、
会
長
が
招
集
す
る
。

2　

総
社
員
の
議
決
権
の
10
分
の
1
以
上
の
議
決
権
を
有
す
る
社
員

（
代
議
員
）
は
、
会
長
に
対
し
、
社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項

及
び
招
集
の
理
由
を
示
し
て
、
社
員
総
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
議
長
）

第
16
条　

社
員
総
会
の
議
長
は
、
会
長
が
こ
れ
に
当
た
る
。

（
議
決
権
）

第
1$
条　

社
員
総
会
は
、
社
員
（
代
議
員
）
総
数
の
2
分
の
1
以
上

の
出
席
（
委
任
状
提
出
者
を
含
む
）
が
な
け
れ
ば
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

2　

社
員
総
会
に
お
け
る
議
決
権
は
、
社
員
1
名
に
つ
き
1
個
と
す

る
。

（
議
決
）

第
1*
条　

社
員
総
会
の
決
議
は
、
出
席
し
た
社
員
（
代
議
員
）
の
議

決
権
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
。

2　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
決
議
は
、
総
社
員
の
議
決

権
の
4
分
の
3
以
上
に
当
た
る
多
数
を
も
っ
て
行
う
。

　

⑴…

会
員
の
除
名
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⑵…

監
事
の
解
任

　

⑶…
定
款
の
変
更

　

⑷…
解
散

　

⑸…

そ
の
他
法
令
で
定
め
ら
れ
た
事
項

3　

理
事
又
は
監
事
を
½
任
す
る
議
案
を
決
議
す
る
に
際
し
て
は
、

各
候
補
者
ご
と
に
第
1
項
の
決
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
事
又
は
監
事
の
候
補
者
の
合
計
数
が
第
20
条
に
定
め
る
定
数

を
上
回
る
場
合
に
は
、
過
半
数
の
賛
成
を
得
た
候
補
者
の
中
か
ら

得
票
数
の
多
い
順
に
定
数
の
枠
に
達
す
る
ま
で
の
者
を
½
任
す

る
こ
と
と
す
る
。

（
議
事
録
）

第
19
条　

社
員
総
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
議
事
録
を
作
成
す
る
。

2　

議
長
及
び
出
席
し
た
理
事
2
名
は
、
前
項
の
議
事
録
に
記
名
押

印
す
る
。

第
５
章

役　

員
（
役
員
の
設
置
）

…

第
20
条　

こ
の
法
人
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

　

⑴…

理
事

*
名
以
上　

10
名
以
内

　

⑵…

監
事

1
名
以
上　

3
名
以
内

2　

理
事
の
う
ち
3
名
を
代
表
理
事
と
し
、
代
表
理
事
以
外
の
理
事

を
業
務
執
行
理
事
と
す
る
。

3　

代
表
理
事
の
う
ち
1
名
が
会
長
に
就
任
し
、
他
の
2
名
は
副
会

長
に
就
任
す
る
。

（
役
員
の
½
任
）

第
21
条　

理
事
及
び
監
事
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
、
正
社

員
の
な
か
か
ら
½
任
す
る
。

2　

会
長
及
び
副
会
長
は
、
理
事
会
の
決
議
に
よ
っ
て
½
任
す
る
。

3　

理
事
の
う
ち
、
理
事
の
い
ず
れ
か
1
名
と
そ
の
配
偶
者
又
は
3

親
等
内
の
親
族
。
そ
の
他
特
別
な
関
係
に
あ
る
者
の
合
計
数
は
、

理
事
総
数
の
3
分
の
1
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
監
事
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

4　

他
の
同
一
の
団
体
の
理
事
又
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
。
相
互
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
団
体
の
理
事
の
合
計

数
は
、
理
事
総
数
の
3
分
の
1
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
監
事
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
22
条　

理
事
は
、
理
事
会
を
構
成
し
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
務
を
執
行
す
る
。

2　

会
長
は
、
法
令
及
び
こ
の
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ

の
法
人
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
執
行
し
、
副
会
長
は
、
会
長
を

補
佐
し
て
こ
の
法
人
の
業
務
を
分
担
す
る
と
と
も
に
、
会
長
に
事

故
が
あ
っ
た
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
理
事
会
に
お
い

て
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
従
っ
て
、
会
長
の
職
務
を
代
行
し
、

そ
の
他
の
業
務
執
行
理
事
は
、
こ
の
法
人
の
業
務
を
分
担
執
行
す

る
。

3　

会
長
、
副
会
長
及
び
業
務
執
行
理
事
は
、
3
箇
月
に
1
回
以
上
、
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自
己
の
職
務
執
行
の
状
況
を
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
監
事
の
職
務
及
び
権
限
）

第
23
条　

監
事
は
、
理
事
の
職
務
の
執
行
を
監
査
し
、
法
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
監
事
の
職
務
権
限
を
行
使
し
、
監
査
報
告
を
作

成
す
る
。

2　

監
事
は
、
社
員
総
会
お
よ
び
理
事
会
に
出
席
し
、
必
要
と
認
め

る
と
き
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。　

3　

監
事
は
、
い
つ
で
も
、
理
事
及
び
使
用
人
に
対
し
て
事
業
の
報

告
を
求
め
、
こ
の
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
の
調
査
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
任
期
）

第
24
条　

役
員
の
任
期
は
、
理
事
、
監
事
と
も
½
任
後
2
年
以
内
に

終
了
す
る
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す
る
定
時
社
員

総
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
す
る
。

2　

補
欠
に
よ
り
½
任
さ
れ
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期
の

満
了
す
る
時
ま
で
と
す
る
。

3　

役
員
は
、
第
20
条
に
定
め
る
定
数
に
足
り
な
く
な
る
と
き
は
、

任
期
の
満
了
又
は
辞
任
に
よ
り
退
任
し
た
後
も
、
新
た
に
½
任
さ

れ
た
者
が
就
任
す
る
ま
で
、
な
お
理
事
又
は
監
事
と
し
て
の
権
利

義
務
を
有
す
る
。

（
役
員
の
解
任
）

第
25
条　

理
事
及
び
監
事
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
解
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
報
酬
等
）

第
26
条　

役
員
は
、
無
報
酬
と
す
る
。

2　

役
員
に
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
の
支
払
い

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
損
害
賠
償
責
任
）

第
2$
条　

理
事
又
は
監
事
は
、
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
と
き
は
、
こ
の

法
人
に
対
し
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を

負
い
、
こ
の
責
任
は
、
総
社
員
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

第
６
章

理
事
会

（
設
置
）

第
2*
条　

こ
の
法
人
に
理
事
会
を
置
く
。

2　

理
事
会
は
、
す
べ
て
の
理
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

3　

理
事
会
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
及
び
会
長
以
外
の

理
事
が
会
議
の
目
的
を
記
載
し
た
書
面
で
も
っ
て
開
催
を
要
求

し
た
と
き
に
開
催
す
る
。

（
権
限
）

第
29
条　

理
事
会
は
、
こ
の
定
款
ま
た
は
法
令
に
よ
り
別
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
次
の
職
務
を
行
う
。

　

⑴…

こ
の
法
人
の
業
務
執
行
の
決
定

　

⑵…

理
事
の
職
務
の
執
行
の
監
督

　

⑶…

会
長
及
び
副
会
長
の
½
任
及
び
解
職
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⑷…

規
則
の
制
定
、
変
更
及
び
廃
止

　

⑸…
社
員
総
会
の
日
時
、
場
所
、
議
事
事
項
の
決
定

（
招
集
）

第
30
条　

理
事
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

2　

会
長
が
欠
け
た
と
き
又
は
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
副
会

長
の
う
ち
1
名
が
、
理
事
会
を
招
集
す
る
。

（
決
議
）

第
31
条　

理
事
会
の
議
長
は
、
会
長
又
は
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名

し
た
理
事
が
こ
れ
に
当
た
る
。

2　

理
事
会
の
決
議
は
、
決
議
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を

有
す
る
理
事
を
除
く
理
事
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数
を

も
っ
て
決
す
る
。

3　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
法
第
96
条
の
要
件
を
満
た

し
た
と
き
は
、
理
事
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
議
事
録
）

第
32
条　

理
事
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
議
事
録
を
作
成
す
る
。

2　

出
席
し
た
会
長
、
副
会
長
及
び
監
事
は
、
前
項
の
議
事
録
に
記

名
押
印
す
る
。

第
７
章

会　

計

（
基
本
財
産
）

第
33
条　

別
表
の
財
産
は
、
公
益
目
的
事
業
を
行
う
た
め
に
不
可
欠

な
財
産
で
あ
り
、
こ
の
法
人
の
基
本
財
産
と
す
る
。

2　

前
項
の
財
産
は
、
社
員
総
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
の
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
善
良
な
管
理
者
の

注
意
を
も
っ
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
処
分
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
理
事
会
及
び
社
員
総
会
の
決
議
を
経
て
、
会
員
総
数

の
過
半
数
の
同
意
を
要
す
る
。

（
運
用
財
産
）

第
34
条　

こ
の
法
人
の
事
業
遂
行
に
要
す
る
費
用
は
、
入
会
金
、
会

費
、
寄
付
金
品
、
事
業
に
伴
う
収
入
及
び
資
産
か
ら
生
じ
る
果
実

等
の
運
用
財
産
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。

2　

寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
寄
付
金
提
供
者
の
指
定
の
あ
る
も
の
は
、

そ
の
指
定
に
従
う
。

（
事
業
年
度
）

第
35
条　

こ
の
法
人
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
4
月
1
日
に
始
ま
り
翌

年
3
月
31
日
に
終
わ
る
。

（
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
）

第
36
条　

こ
の
法
人
の
事
業
計
画
書
、
収
支
予
算
書
、
資
金
調
達
及

び
設
備
投
資
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業

年
度
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
に
会
長
が
作
成
し
、
理
事
会
の
決

議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様

と
す
る
。

2　

前
項
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
事
務
所
に
、
当
該
事
業
年

度
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
備
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も

の
と
す
る
。　
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（
事
業
報
告
及
び
決
算
）

第
3$
条　

こ
の
法
人
の
事
業
報
告
及
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業

年
度
終
了
後
、
会
長
が
次
の
書
類
を
作
成
し
、
監
事
の
監
査
を
受

け
た
上
で
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⑴…

事
業
報
告

　

⑵…

事
業
報
告
の
付
属
明
細
書

　

⑶…

貸
借
対
照
表

　

⑷…

損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
）

　

⑸…

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
）
の

付
属
明
細
書

　

⑹
財
産
目
録

2　

前
項
の
承
認
を
受
け
た
書
類
の
う
ち
、
第
1
号
、
第
3
号
、
第

4
号
及
び
第
6
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
定
時
社
員
総
会
に
提
出

し
、
第
1
号
の
書
類
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
を
報
告
し
、
そ
の
他

の
書
類
に
つ
い
て
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

第
1
項
の
書
類
の
ほ
か
、
次
の
書
類
を
主
た
る
事
務
所
に
5
年

間
備
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
定
款
、
社
員

名
簿
を
事
務
所
に
備
え
置
き
、
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す

る
。

　

⑴
監
査
報
告

　

⑵
理
事
及
び
監
事
の
名
簿

　

⑶…

理
事
及
び
監
事
の
報
酬
等
の
支
給
の
基
準
を
記
載
し
た
書
類

　

⑷…

運
営
組
織
及
び
事
業
活
動
の
状
況
の
概
要
及
び
こ
れ
ら
に
関
す

る
数
値
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
記
載
し
た
書
類

（
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
の
算
定
）

第
3*
条　

会
長
は
、
認
定
法
施
行
規
則
第
4*
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

毎
事
業
年
度
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
公
益
目
的
取
得

財
産
残
額
を
算
定
し
、
前
条
第
3
項
第
4
号
の
書
類
に
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。

第
８
章

定
款
の
変
更
及
び
解
散

（
定
款
の
変
更
）

第
39
条　

こ
の
定
款
は
、
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
解
散
）

第
40
条　

こ
の
法
人
は
、
社
員
総
会
の
決
議
、
そ
の
他
法
令
で
定
め

ら
れ
た
事
由
に
よ
り
解
散
す
る
。

（
公
益
認
定
の
取
消
し
等
に
伴
う
贈
与
）

第
41
条　

こ
の
法
人
が
公
益
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
場
合

又
は
合
併
に
よ
り
法
人
が
消
滅
す
る
場
合
（
そ
の
権
利
義
務
を
承

継
す
る
法
人
が
公
益
法
人
で
あ
る
と
き
を
除
く
。）
に
は
、
社
員

総
会
の
決
議
を
経
て
、
公
益
目
的
取
得
財
産
残
額
に
相
当
す
る
額

の
財
産
を
、
当
該
公
益
認
定
の
取
消
し
の
日
又
は
当
該
合
併
の
日

か
ら
1
箇
月
以
内
に
、
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認

定
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
認
定
法
」
と
い
う
。
）
認
定
法
第

5
条
第
1$
号
に
掲
げ
る
法
人
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体

に
贈
与
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
42
条　

こ
の
法
人
が
解
散
等
に
よ
り
清
算
を
す
る
場
合
に
お
い
て

有
す
る
残
余
財
産
は
、
社
員
総
会
の
決
議
を
経
て
、
認
定
法
第
5

条
第
1$
号
に
掲
げ
る
法
人
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
に

贈
与
す
る
も
の
と
す
る
。

第
９
章

公
告
の
方
法

　

（
公
告
の
方
法
）

第
43
条　

こ
の
法
人
の
公
告
は
、
主
た
る
事
務
所
の
公
衆
の
見
や
す

い
場
所
に
掲
示
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

附

則

1　

こ
の
定
款
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
）
第
18�
条
第
1
項
に
定
め
る
公
益
法

人
の
設
立
の
登
記
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

整
備
法
第
18�
条
第
1
項
に
定
め
る
特
例
民
法
法
人
の
解
散
の
登

記
と
公
益
法
人
の
設
立
の
登
記
を
行
っ
た
と
き
は
、
第
35
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
解
散
の
登
記
の
日
の
前
日
を
事
業
年
度
の
末

日
と
し
、
設
立
の
登
記
の
日
を
事
業
年
度
の
開
始
日
と
す
る
。

3　

社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
の
会
員
で
あ
る
者
は
、
定
款
第
5
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
益
社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
の
登
記
の
日

に
本
会
の
会
員
に
な
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

4　

こ
の
定
款
の
施
行
後
の
最
初
の
代
議
員
は
、
第
6
条
と
同
じ
方

法
で
予
め
行
う
代
議
員
½
挙
に
お
い
て
最
初
の
代
議
員
と
し
て

½
出
さ
れ
た
者
と
す
る
。

5　

こ
の
法
人
の
最
初
の
代
表
理
事
は
、
北
丸
幸
子
、
荒
木
不
二
洋
、

速
水
醇
一
と
す
る
。

6　

社
団
法
人
京
都
鴨
沂
会
の
諸
規
則
等
は
、
公
益
社
団
法
人
京
都

鴨
沂
会
の
諸
規
則
等
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
、
法
人
格
の
標

記
は
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


